
議案第 ７ 号 (協議案件)

是正の要求の指示に関する対応について

標記の件について、平成26年３月14日付けで文部科学大臣より地方自治法（昭和22年法

律第67号）第245条の５第４項の規定に基づき、竹富町に対して、その違反を是正するた

め必要な措置を講ずべきことを求めたことを通知するほか、沖縄県教育委員会に対して、

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和38年法律第182号）第10条の

規定に基づき、域内の市町村教育委員会が行う教科書採択に関する事務について適切な指

導を行うよう求める通知文書が発出されている。

当該文書の内容を踏まえ、今後の対応について協議を行う。

平成26年３月19日

沖縄県教育委員会








